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２
面
に
続
く

同
法
70
条
１
項
以
外
に
療
養
の

給
付
に
係
る
委
任
規
定
が
存
在

す
る
こ
と
は
国
の
主
張
の
障
害

に
な
ら
な
い
の
３
点
だ
。

　

そ
れ
に
対
し
原
告
側
は
準
備

書
面
で
、
①
同
法
70
条
１
項
の

文
言
上
「
担
当
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
対
象
は
あ
く
ま
で

「
療
養
の
給
付
」
で
あ
り
、
給

付
を
受
け
る
た
め
の
「
方
法
」

（
同
法
63
条
３
項
）
と
は
区
別

さ
れ
て
い
る
、
②
規
則
に
よ
る

義
務
化
は
必
要
な
い
上
に
国
会

の
議
論
に
反
す
る
、
③
同
法
70

条
１
項
が
包
括
的
委
任
で
あ
れ

ば
他
の
委
任
規
定
は
必
要
な
い

等
、
上
記
の
３
点
が
い
ず
れ
も

国
の
主
張
を
否
定
す
る
根
拠
な

い
し
否
定
す
る
方
向
に
働
き
、

国
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
余
地

は
な
い
と
主
張
し
た
。

　

国
は
ま
た
、
医
薬
品
ネ
ッ
ト

販
売
の
権
利
確
認
等
請
求
事
件

に
お
け
る
最
高
裁
平
成
25
年
１

月
11
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
民

集
67
巻
１
号
１
頁
）
が
前
提
と

す
る
事
情
と
本
件
は
異
な
る
と

主
張
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
原
告
側
は
、
①

オ
ン
資
の
義
務
化
は
多
数
の
保

険
医
療
機
関
が
廃
業
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
ほ
ど
の
負
担
で
あ

る
、
②
保
険
医
療
機
関
が
廃
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
、
資
格

確
認
以
前
の
問
題
と
し
て
、
被

保
険
者
は
医
療
を
受
け
る
機
会

を
奪
わ
れ
る
、
③
オ
ン
資
の
義

務
化
に
向
け
た
動
き
に
対
し

て
、
全
国
の
保
険
医
協
会
を
中

心
に
多
数
の
反
対
意
見
が
出
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
３
点
に
鑑

み
、
同
最
高
裁
判
例
が
示
し
た

「
一
定
の
行
為
を
規
制
す
る
内

容
の
省
令
の
制
定
を
委
任
す
る

授
権
の
趣
旨
が
、
そ
の
規
制
の

範
囲
や
程
度
等
に
応
じ
て
法
律

の
規
定
か
ら
明
確
に
読
み
取
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い

う
基
準
が
本
件
に
も
妥
当
し
、

オ
ン
資
の
義
務
化
を
定
め
た
療

養
担
当
規
則
は
、
同
法
に
よ
る

委
任
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る

と
改
め
て
指
摘
し
た
。

記
者
・
原
告
説
明
会
を
開
催

 

11
月
中
の
判
決
の
可
能
性
も

　

口
頭
弁
論
の
後
、
原
告
団
は

法
曹
会
館
で
記
者
・
原
告
説
明

　

口
頭
弁
論
に
先
立
ち
、
原
告

側
は
６
月
28
日
に
準
備
書
面
を

提
出
し
、
国
の
主
張
に
再
び
反

論
し
た
。

　

口
頭
弁
論
で
岡
田
裁
判
長

会
を
行
い
、
全
国
か
ら
約
80
人

（
う
ち
原
告
約
15
人
、
メ
デ
ィ

ア
７
社
）
が
参
加
し
た
。

　

中
村
洋
一
医
師
（
東
京
協
会

副
会
長
）
の
挨
拶
に
続
い
て
、

住
江
憲
勇
医
師（
保
団
連
名
誉

会
長
）、黒
田
康
之
歯
科
医
師

（
岩
手
協
会
副
会
長
）、橋
本
健

一
歯
科
医
師（
東
京
歯
科
協
会

理
事
）、藤
田
倫
成
医
師（
神
奈

川
協
会
理
事
）、馬
場
一
郎
歯
科

医
師（
神
奈
川
協
会
副
理
事
長

／
保
団
連
理
事
）、高
本
英
司
医

師（
大
阪
協
会
副
理
事
長
／
保

団
連
監
査
）、杉
山
正
隆
歯
科
医

師（
福
岡
歯
科
協
会
副
会
長
／

保
団
連
理
事
）、申
偉
秀
医
師

（
東
京
協
会
理
事
）
か
ら
、本

訴
訟
に
か
け
る
意
気
込
み
や
医

療
機
関
の
状
況
等
、
活
発
に
意

見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

　

喜
田
村
洋
一
弁
護
団
長
は
、

「
本
訴
訟
で
は
、
療
養
担
当
規

則
で
オ
ン
資
を
義
務
化
し
た
合

理
性
・
合
法
性
を
国
側
が
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
裁
判
長
か
ら

求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
に
対
す

る
裁
判
長
の
念
押
し
を
ふ
ま
え

る
と
、
次
回
で
結
審
し
11
月
中

に
判
決
が
出
さ
れ
る
可
能
性
が

　

７
月
９
日
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存
在
確

認
等
請
求
訴
訟
」の
第
七
回
口
頭
弁
論
が
東
京
地
裁
内

１
０
３
号
法
廷（
岡
田
幸
人
裁
判
長
）で
開
か
れ
た
。弁

護
団
に
加
え
、全
国
か
ら
集
結
し
た
原
告
15
人
が
原
告

席
で
審
理
に
臨
み
、傍
聴
席
を
含
め
約
80
人
が
出
席
し

た
。

の
根
拠
は
大

要
、①
同
法
70

条
１
項
の
文

言
、②
資
格
確

認
を
義
務
化
す

る
必
要
性
、③

は
、「
次
回
で
審
理
が
終
結
す

る
可
能
性
も
あ
る
」
と
述
べ
、

国
に
対
し
て
次
の
準
備
書
面
で

主
張
を
尽
く
す
よ
う
求
め
た
上

で
提
出
期
限
を
９
月
13
日
と
指

定
し
、
第
八
回
口
頭
弁
論
は
９

月
19
日
に
１
０
３
号
法
廷
で
開

か
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
口

頭
弁
論
の
後
、
原
告
団
は
法
曹

会
館
で
記
者
・
原
告
説
明
会
を

行
い
、
メ
デ
ィ
ア
７
社
が
参
加

し
た
。

国
の
主
張
に
再
度
反
論

　

国
は
、健
康
保
険
法
70
条
１

項
が
、資
格
確
認
を
含
め
保
険

医
療
機
関
等
が「
療
養
の
給
付
」

を
担
当
す
る
上
で
遵
守
す
べ
き

基
本
的
事
項
に
係
る
全
般
の
定

め
を
厚
生
労
働
省
令
に
委
任
し

て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。そ

オ
ン
資
「
義
務
化
」
撤
回
訴
訟　

第
七
回
口
頭
弁
論

次
回
次
回
99
月
の
結
審
を
示
唆

月
の
結
審
を
示
唆

中村洋一医師は「既に一部薬局等ではマイナ保険証でなければ受け付けない等
の違法な対応も行われている。資格確認方法だけではなく、国民の受療権にかか
わる問題だ」と述べた（7月9日、法曹会館）。



第８回口頭弁論のご案内第８回口頭弁論のご案内

１
面
か
ら

高
く
、
判
決
の
内
容
に
も
期
待

が
持
て
る
の
で
は
な
い
か
」
と

展
望
し
た
。

　

須
田
昭
夫
原
告
団
長
は
、

「
毎
回
、
口
頭
弁
論
に
多
数
の

原
告
が
出
廷
し
て
お
り
、
オ
ン

資
の
義
務
化
に
よ
る
問
題
の
深

刻
さ
が
裁
判
長
に
伝
わ
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
良
い
結
果

を
導
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

最
後
ま
で
邁
進
し
た
い
」
と
結

ん
だ
。

7/9記者会見・原告説明会の模様

こばと通信作成 保団連作成

準備書面等の
資料はこちら

　第８回口頭弁論は東京地裁の 103法廷（大法廷）で開かれます。今回で結審の可能性があります。勝
訴に向けて裁判所に関心の高さを示すために、多数のご参加をお願いします。口頭弁論終了後には、記
者会見・原告説明会を開催します。ぜひ併せてお越しください。

【日 時】　９月19日（木）11：00～
※10～15分程度の開催となる見込みです。

【会 場】　東京地方裁判所 103号法廷
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
＜最寄駅＞
・東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口か
ら約1分
・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から約3分
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」から約10分
・都営地下鉄三田線「日比谷駅」から約13分

　原告の先生方におかれましては、ぜひ傍聴をお願いいたします。
　手荷物検査を受けた後、弁論開始時刻までに 103号法廷に余裕を持って入室してください。

記者・原告説明会のご案内記者・原告説明会のご案内
【日 時】 ９月１9日（木）11：30～ 13：30
【場 所】 航空会館501・502会議室（〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1）

＜最寄駅＞
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」 A2出口から約1分
・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新橋駅」 出口7か
ら約 4分

・ＪＲ「新橋駅」 日比谷口から約 5分
・東京メトロ千代田線・日比谷線「霞ヶ関駅」 C4出
口 から約8分

・東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」 B2 出口から約
10分

【問合せ】原告団事務局（東京保険医協会内 訴訟ワーキンググループ担当宛）
　☎03（5339）3601


